
必要書類
下記の必要書類とご連絡先を記載の上，郵送・FAX・メールのいずれかの方法で送って下さい。
書類が不備なく揃った時点から証書作成までに１ヶ月程度お時間を頂いております。
※混雑状況により前後します。

現金 ：
金地金 ：
不動産（土地・建物）：
車 ：
ゴルフ会員権 ：
株 ：
投資信託 ：
国債 ：

：

公証人が必要書類を確認し，お客様へご連絡いたします。

公正証書作成日当日
・ 来所後，受付窓口にて「予約した○○です」とお伝えください。
・ 当日，作成する部屋に入れるのは当事者のみです。
・ 当日お持ちいただくもの（事前にお知らせ致します。）

目的の価額＝元本金額
＋原本・正本・謄本代（1ページ２５０円）
＋印紙代（契約内容によって異なります）
※印紙税は国税庁ホームページをご確認ください。

例）現金１１０万の遺贈の場合
目的価格は７０００円
+原本が１０枚だった場合証書代７０００円
＝１４０００円（公正証書作成費用）
※証書（原本・正本・謄本）枚数は契約書の
　内容によって異なります。

お手続きの流れ
①

②

③

受贈者　印鑑登録証明書

【必須書類】 贈与したいもの：必要書類

手数料算定方法

□

証券会社・支店名・残高がわかる書類
□ 証券会社・支店名・残高がわかる書類

贈与・生前贈与 契約公正証書

□ □

□

　贈与契約は、書面にすることにより自由な解除ができなくなるとともに、明確な内容となって後
の証明が容易になります。特に、公正証書とすることにより、相続税の対象とならない贈与である
ことを証明する手段としてもとても有効なものとなります。
なお、具体的な税金対策等については、税理士等へご相談ください。

贈与者　印鑑登録証明書 □

□

□
□
□
□

自社の権利譲渡

金額をお教えください。
ｇ数をお教えください。
不動産登記簿謄本・評価証明書又は名寄帳
車検証コピー
ゴルフ会員権コピー

証券コピー
会社の確定申告書類コピー

【2023.06.01】

目的の価額 手数料

100万円以下 5000円

100万円を超え200万円以下 7000円

200万円を超え500万円以下 11000円

500万円を超え1000万円以下 17000円

1000万円を超え3000万円以下 23000円

3000万円を超え5000万円以下 29000円

5000万円を超え1億円以下 43000円

1億円を超え3億円以下
4万3000円に超過額5000万円まで
ごとに1万3000円を加算した額

3億円を超え10億円以下
9万5000円に超過額5000万円まで
ごとに1万1000円を加算した額

10億円を超える場合
24万9000円に超過額5000万円まで

ごとに8000円を加算した額



１：公証役場とやり取りする代表者様のご連絡先をお教えください。　

・ ・その他（ )

ご希望の連絡方法 ※郵送でのやり取りは，時間を要するため，メール　や　FAX　でのやり取りをおすすめしております。

※当役場から郵送で送る際に”春日部公証役場”の名入りの封筒でお送りしてもよろしいですか？

〒 ー

・
その他（ ) その他（ )

・ ・
その他（ ) その他（ )

□ 現金 □ 株

□ 金地金 □ 投資信託

□ 不動産（土地・建物） □

□ 車 □

□ ゴルフ会員権 □

贈与・生前贈与 契約公正証書　依頼用　記入用紙
ご記入ください

当事者 仲介者

いずれかに○をつけて下さい。

※公証役場では仲介を行っておりませんので代表者一名をお決めください。

FAX

郵送

＠

- -

-お名前 連絡のつく
お電話番号

当事者様とのご関係

都　道
府　県

市　区
町　村

1

贈与者
1
代
理
人

※代理人をたてる場合はご記入ください。

お名前 お名前

職業職業

代
表
者
様
連
絡
先

問題無いです ・ 無地の封筒で送ってください

様宛

□

メール□

□

-

２：当事者

３：備考欄・質問事項等　

備
考

法人 ・ 会社員

贈与したいもの

無職 会社員 無職 ・ 会社員

2

受贈者
２
代
理
人

※代理人をたてる場合はご記入ください。

お名前 お名前

職業職業 無職 会社員 無職

国債

株円

ｇ

その他 （ ）

自社の権利譲渡 株


	記入用紙

